
令和２年３月３１日 

福岡北九州高速道路公社 

 

ワンデーレスポンスの業務への拡大について（お知らせ） 

 

標記の件について、公共工事の品質確保の促進に関する法律の改正が令和元年 

６月１４日に施行され、本法律の対象に公共工事に関する調査等（測量、地質調 

査その他の調査（点検及び診断を含む。）及び設計）が新たに位置付けられたこ 

とから、工事で既に導入しているワンデーレスポンスを業務まで拡大することと 

しましたのでお知らせします。 

つきましては、業務におけるワンデーレスポンスの趣旨を十分に踏まえ、迅速 

 かつ適切な対応をお願いします。 

なお、工事に関するワンデーレスポンスの運用に変更はありませんので、念の 

 ため申し添えます。 

 

記 

 

１．対象業務 

  福岡北九州高速道路公社が発注する全ての業務(年間委託業務を含む) 

 

２．適用年月日 

  令和２年４月１日以降に契約する業務 

     ※令和２年４月１日より前に契約した業務についても、適用可能なもの 

      については、受発注者で協議の上、積極的に取り組む。 

 

３．実施内容（別紙：ワンデーレスポンス(業務)実施フロー 参照） 

基本は「即日対応」 

ア 受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」にする。 

イ 即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認 

の上、「回答予定日」を「その日のうち」に受注者に対し予告する。 

ウ 予告した「回答予定日」に回答できない場合は、明らかになった時点で、 

速やかに受注者に新たな「回答予定日」を予告する。 

エ 措置し得ない事項や判断が困難な場合は、上司に報告、相談し回答する。 

オ 受注者から的確な状況の資料等により報告を早期に受けることが前提と 

なるため、受注者に対しても「ワンデーレスポンス」の意義と目的を周 

知することとする。 



   

４．実施方法 

ア 受注者への周知 

初回の打合せ時などに、受注者に対し、ワンデ－レスポンスの意義と目 

的を説明し、本取組みへの双方の理解を高める。 

イ 双方からの質問等に対し基本に則り対応する。 

受注者からの問合せ等及びそれらに対する回答については、原則として 

書面によるものとする。 

なお、緊急を要する場合等は、電話、ファクシミリ、Ｅメール等の媒体 

を活用することができるものとする。 

ただし、この場合も、事後に書面で処理するものとする。 

 

５．問い合わせ先 

  福岡北九州高速道路公社 企画部技術管理課 

  電話 ：０９２－６３１－３２９３ 

  ＦＡＸ：０９２－６４３－７０６１ 

  メール：fkue-gikan@fk-tosikou.or.jp 



ワンデーレスポンス(業務)実施フロー

別紙


